
第２回 

新発田市水道事業審議会 

日時：平成３０年７月２４日  ９時３０分～ 

場所：新発田市役所 ５０２会議室 

内容：新発田市水道料金の改定案について 
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前回の再確認（料金算定の手順） 
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１ 財政計画の策定 

２ 料金水準の算定 

３ 料金体系の設定 

４ 料金表の確定 

①財政収支の見積もり 
②財政目標の設定 
③料金算定期間の決定 

①料金総収入額の算定 
②関連収入の控除 
③資産維持費の算入 

①料金体系の選択 
②原価の分解 
③原価の配賦 



料金水準と料金体系 
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用語 意味 

料金水準 
料金算定期間の総料金収入額 
（水道料金として回収すべき総括原価） 

料金体系 
総料金収入額を水道使用者に賦課配分す
る方法 
（基本料金・水量料金、口径別・用途別など） 
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前回の再確認（料金改定の必要性） 

• 別紙 

 前回資料№２ 「現行料金における財政収支計画」 

  

 料金改定の必要性まとめ 

 ・給水収益の減少 

 ・老朽化施設の計画的な更新 

 ・施設及び管路等の耐震化 

 ・財政基盤の強化 
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新発田市水道料金の 

改定案について 

１ 財政目標の設定と料金算定期間の設定 

２ 料金水準の算定 

３ 改定料金における財政収支計画 

４ 料金体系の設定 

５ 課題解決の方針 

６ 料金表の検討 
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１ 財政目標の設定と料金算定期間の設定 

・大規模災害等に対応できる資金確保と今後の管路更新や江
口浄水場更新に向けた企業債残高の削減を目標とし設定する。 

・料金算定期間は４年とする。 
 

◆財政目標 

項目 （優位性） H34末目標 備考 
現在 

（Ｈ２８末） 

①営業収益対経常利益率（↑） 9％以上 目安：全国平均 13.21％ 

②事業収益対企業債残高比率 （↓） 360％程度 目安：300％以下 400％ 

③基幹管路耐震適合率 （↑） 39.8％以上 全国平均 38.7％ 30.7％ 

  管路更新率  （↑） 0.3％以上 全国平均 0.76％ 0.18％ 

④資金残高 （↑） 9.5億円以上 
事業運転資金5億
＋災害対応分3億 
＋江口積立1.5億 

5億円 

  災害対応自己資金分 3億円 0円 

  江口浄水場更新積立金 1.5億円 0.5億円／年 0円 
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水道料金算定要領に基づいた「総括原価方式」で算定 
 

• これまでは・・・「資金収支方式」を採用 
・拡張事業などをメインとする水道事業者に適した算定方式 

・料金算定期間内における収入と支出を積上げ、収入不足分を加えた額を総料金
収入として設定し、料金改定を行う。 

 

• これからは・・・「総括原価方式」を採用 
・既存施設の更新をメインとする水道事業者に適した算定方式 

・水道料金算定要領による方法で、料金算定期間内において、水道料金で回収
すべき原価（費用）を算定し、その総額（総括原価）を総料金収入と設定し、料金
改定を行う。 

・将来の更新需要に備えた資金確保の観点から「資産維持費」を加味している。 

◎近年における料金改定では、86.2％の事業者が総括原価方式を採用 

※ 

※ 

※ 

２ 料金水準（総括原価）の算定 



２ 料金水準の算定 
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料金水準（総括原価）の計算式 

営業
費用 

資本
費用 

総括
原価 

  （ 総原価 ）    （事業報酬）                                  （料金収入）    

人件費、修繕費、     支払利息、           手数料、加入金、                 
減価償却費等       資産維持費     その他雑入等      

控除
収益 
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水道料金算定要領に基づき総括原価を算定 

73億5
千万円 

8億2千 
万円 

75億 
5千万円 

6億2千 
万円 

Ｈ３１～３４の４年間で約７５億５千万円の料金収入が必要 

  （ 総原価 ）    （事業報酬）               （料金収入）    

人件費、修繕費    支払利息     手数料、加入金              
減価償却費等     資産維持費    その他雑入等      

２ 料金水準の算定 



• 別紙資料№１「改定料金における財政収支計画」参照 

• 料金改定率 10.40％ 

 現行料金水準（Ｈ３１～Ｈ３４）  6,838,251 千円 ・・・ Ａ 

 改定料金水準（Ｈ３１～Ｈ３４）  7,549,428 千円 ・・・ Ｂ 

   

  料金改定率計算式  

   （Ｂ－Ａ）／Ａ ×１００ ＝ 10.40 ％ 
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３ 改定料金における財政収支計画 



４ 料金体系の設定 
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一部料金制 

定額料金制 

水量料金制 

二部料金制 
定額料金制 

水量料金制 

内容 
・単純均一制 

内容 
・口径別料金 

・用途別料金 

 

・逓増制料金 

・逓減制料金 

・均一制料金  など 
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総
括
原
価 

需要家費 
（検針集金関係費・量水器関係費） 

基本料金 

固定費  
（維持管理費・減価償却費・
支払利息・資産維持費など） 

基本料金 

水量料金 
変動費  

（薬品費・動力費など） 
水量料金 

４ 料金体系の設定 総括原価の分解・配分・配賦 
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固定費の配分 

分 解 配 分 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 
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需要家費 

水道使用量とは関係なく、需要家の存在自体により必要とさ
れる固定的経費（検針徴収関係費、量水器関係費等） 

⇒ 基本料金へ配分 

固定費 

水道使用量とは関係なく、水道需要の存在に伴い固定的に必
要とされる経費（施設維持管理費の大部分、減価償却費等） 

⇒ 基本料金・水量料金へ配分 

変動費 

水道の実使用に伴い発生する経費（薬品費、動力費等） 
⇒ 水量料金へ配分 

2018/7/23 

４ 料金体系の設定 総括原価の分解・配分・配賦 



４ 料金体系の設定 総括原価の分解・配分・配賦 
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総括原価 

7,549,262 

千円 

需要家     

309,295   
千円 

検針集金関係費 

   133,062千円 
量水器関係費    

   176,233千円 

固定費 

6,733,868 
千円 

固定費（基本料金分） 

  1,212,096千円 

固定費（水量料金分）   

  5,521,772千円 
変動費 

506,099   
千円 

変動費 

    506,099千円 

基本料金合計  

  1,521,391千円  

水量料金合計  

  6,027,871千円 

分解 配分 



４ 料金体系の設定 総括原価の分解・配分・配賦 
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資料№３参照 
総括原価配賦原価の集計

１ヶ月当たり・税抜

13 20 25 40 50 75 100

133,062 千円

309,295 千円

4%

176,233 千円

7,549,262 千円

1,521,391

千円

18 % 千円

82 % 千円

2,290,049 千円

3,671,610 千円

6,733,868 千円

89% 425,908 千円

346,301 千円

506,099 千円 6,027,871

7% 千円

水

量
料

金

← 配 賦 →← 分 解 → ← 配 分 →

減価償却費

支払利息

資産維持費

固定費

変動費

650円

mm

総括原価 基

本
料

金

上記の補正1,420円 2,170円 5,880円 9,830円 22,490円 39,930円

水

量
料

金
12.25 円

145.96 円

146 円

水量料金に配

分された

固定費

変動費

計

上記の補正

45.47 円

72.90 円

基本料金に配

分された

固定費

計1,416.80円 2,165.77円 5,878.76円 9,821.73円 22,486.40円

1,220.25円

1,886.37円 2,405.48円

39,920.70円

8,575.02円 20,527.43円 37,442.62円

検　針
集　金

関係費

量水器

関係費

需
要

家
費

維持管理費

72.60円 72.60円

量水器関係
123.95円 140.70円 475.75円

1,212,096

5,521,772

基

本
料

金

72.60円

1,952.47円 5,330.41円

72.60円 72.60円 72.60円

1,174.11円

合計

8.46 円

6.88 円

需要家費
72.60円

83.22円

485.96円

検針集金関係

641.78円



４ 料金体系の設定 特別措置・修正措置 

◆特別措置・修正措置 出典：公益社団法人日本水道協会 水道料金改定業務の手引き 

料金体系の設定に当たっては、原価の適正配賦を基本としつ
つも、 

 （１）生活用水の低廉化 

 （２）近隣水道事業者との料金バランス 

 （３）地域の水需給実態 

などに配慮するとともに、経過的には、 

 （４）激変緩和のための特別措置等 

も考慮しなければならない。 
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５ 課題解決の方針 
課題の再確認 
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課題１ 基本水量の見直し 

• 本来、独立採算が原則である企業会計では、給水サービスに係る原価を回収する料
金体系が理想であり、基本水量という考え方はない。 

• 現状は、少水量使用者に配慮し基本水量を付与している料金体系であるが、段階的
な廃止や基本水量の対象口径（１３～２５ｍｍ）についても見直しを行う必要がある。 

課題２ 一般使用者と大口使用者の料金負担の適正化（逓増度の緩和） 

• 現在の料金体系は、逓増制を採用し、少水量使用者の負担を低く抑える一方、多水
量使用者が多く負担している。今後、多水量使用が減少していく見込みの中、少水量
使用者にも一定のコストに見合った適正な負担を求め、公平性を高める必要がある。 

• 県内各市と比較しても著しく高い逓増度の見直しが必要である。 

課題３ 大口使用者の地下水利用対策 

• 大口使用者の地下水専用水道への転換は、水道財政に与える影響が大きいことから、
水道水利用を促進させるような新たな制度の導入が必要である。このことが、地下水
転換の抑止や将来的な料金値上げを抑えることにもつながると考える。 



５ 課題解決の方針 
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課題１ 基本水量の見直し 

• 本来、独立採算性である企業会計では、給水サービスに係る原価を回収する料金体
系が理想であり、基本水量という考え方はない。 

• 現状は、少水量使用者に配慮した料金体系となっていることから、段階的な廃止や基
本水量の対象口径（１３～２５ｍｍ）についても見直しを行う必要がある。 

取組方針 

• 基本水量対象口径を１３ｍｍと２０ｍｍとし、口径２５ｍｍを除外 

• 口径２５ｍｍ使用者の平均使用水量５５㎥／月は基本水量導入の経緯に沿わない
ことから、対象口径は１３ｍｍと２０ｍｍのみとする。 

• 基本水量５㎥／月 ⇒ ３㎥／月に減少 

• 算定要領の受益者負担の原則のもと、また、節水への意欲に対応するため、段階
的な基本水量の廃止に向けて、５㎥／月から３㎥／月に減じる。 

• 基本水量についても最低限のコストを賦課 

• 総括原価方式の水量単価を参考に、給水原価１㎥当たりの維持管理費、支払利息
分などの最低限のコストを回収し、１㎥当たりの負担の公平性を高めていく。 



５ 課題解決の方針 
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課題２ 一般使用者と大口使用者の料金負担の適正化（逓増度の緩和） 

• 現在の料金体系は、逓増制を採用し、少水量使用者の負担を低く抑える一方、多水
量使用者が多く負担している。今後、多水量使用が減少していく見込みの中、少水量
使用者にも一定のコストに見合った適正な負担を求め、公平性を高める必要がある。 

• 県内各市と比較しても著しく高い逓増度の見直しが必要である。 

取組方針 

• 水量単価の適正化 

• 少水量使用者にも一定のコストに見合った負担を求め、公平性を高めていく。 

• 水量区画の単一化 

• 水道料金算定要領に基づいた、単一化に向けて、現在の小口径の水量区画の５区
画から３区画に見直しを図る。 

• 逓増度の緩和 

• 県内平均の１．９を目安とし、見直しを図る。 



５ 課題解決の方針 
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課題３ 大口使用者の地下水利用対策 

• 大口使用者の地下水専用水道への転換は、水道財政に与える影響が大きいことから、
水道水利用を促進させるような新たな制度の導入が必要である。このことが、地下水
転換の抑止や将来的な料金値上げを抑えることにもつながると考える。 

取組方針 

•逓減制料金制度の導入 

•今後、大口使用者に対して、地下水への転換抑制に広く働きかけることができる
「逓減制」を採用し、上水道の利用促進を図る。 

•一定水量を超える大口使用者に対し、水量料金単価を下げる。 

•「個別需給給水契約」や「バックアップ料金制度」など大口使用者（大口径契約者）に
対する料金制度の検討 

 

 



５ 課題解決の方針（まとめ） 
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•基本水量対象口径から口径１３㎜、２０㎜のみする。 

•基本水量の導入経緯や水使用実態を考慮し、２５㎜を対象外とする。 

•基本水量を５㎥／月から３㎥／月に減じる。 

•算定要領の受益者負担の原則に基づき段階的な廃止に向けて減じる。 

•基本水量についても最低限のコストを賦課 

• １㎥当たりの原価を基に最低限のコストを回収する。 

課題１ 

基本水量の見直し 

•水量単価の適正化 

•少水量区画の水量単価を見直し、１㎥当たりの負担の公平性を高める。 

•水量区画の単一化 

•算定要領に基づき将来の単一化に向け小口径の水量区画の５区画を
３区画に減じる。 

•逓増度の緩和（最低単価と最高単価の割合の緩和） 

•現在の２０倍から県内平均の１．９倍を目安に見直す。 

課題２  

一般使用者と大口使
用者の料金負担の適
正化（逓増度の緩和） 

•逓減制料金制度の導入 

•地下水への転換抑制策として、大口使用者に広く働きかけることがで
きる「逓減制」を導入し、地下水転換の抑止を図る。 

•大口使用者の地下水利用に対する料金制度の検討 

課題３  

大口使用者の地下水
利用対策 



６ 料金表の検討 
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• 基本水量なし 

• 水量料金：均一料金制 

ステップ１ 

水道料金算定要領 

に基づく料金体系 

• 基本水量：あり（３㎥まで） 

• 水量料金：逓増制（逓増度の緩和） 

ステップ２ 

現行制度を踏襲し、課題 

解決を図った料金体系 

• 基本水量：あり（３㎥まで） 

• 水量料金：逓増制（逓増度の緩和） 

• 逓減制の導入 

ステップ３ 

水需要促進策を 

取り入れた料金体系 



６ 料金表の検討 
 

・資料№４ 水道料金体系比較表  参照 

・資料№５ 水道料金試算表  参照 
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６ 料金表の検討 
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水需要の減少する時代に対応していくための新しい料金体系 

水道料金算定 

要領に基づく 

料金算定方式 

水量料金単価の適

正化に向けた、 

公正妥当 

な料金設定 

（逓増度の緩和） 

逓減制を導入 

することによる、 

大口使用者の 

地下水利用対策 

今後も安心・安全でおいしい水を 

安定的に供給していくための料金改定 



６ 料金表の検討 
◆料金単価対比表 料金改定率：１０．４０％          １か月・税抜 
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現行 改定（案） 

基
本
料
金 

口
径 

１３ｍｍ １，０７５円 

口
径 

１３ｍｍ ８９０円 

２０ｍｍ １，６８０円 ２０ｍｍ １，６６０円 

２５ｍｍ ２，２２０円 ２５ｍｍ ２，１７０円 

４０ｍｍ ４，６５０円 ４０ｍｍ ７，７４０円 

５０ｍｍ ８，６５０円 ５０ｍｍ １２，８２０円 

７５ｍｍ １７，８００円 ７５ｍｍ ２９，６２０円 

１００ｍｍ ２８，７００円 １００ｍｍ ５２，９５０円 

現行 改定（案） 

水
量
料
金 

水
量
区
画 

口径 １３・２０・２５㎜ ４０㎜以上 

新
水
量
区
画 

口径 １３・２０㎜ ２５㎜ ４０㎜以上 

０㎥～５㎥ 基本料金に含む 

１８２円／㎥ 

０㎥～３㎥ 基本料金に含む ８８円／㎥ 

２００円／㎥ 

６㎥～１０㎥ １０円／㎥ ４㎥～１０㎥ ８８円／㎥ 

１１㎥～２０㎥ １４８円／㎥ １１㎥～３０㎥ １５２円／㎥ 

２１㎥～３０㎥ １７３円／㎥ 
３１㎥～１００㎥ 

２００円／㎥ 

３１㎥～１００㎥ １８２円／㎥ 

１０１㎥以上 １９８円／㎥ １９８円／㎥ １０１㎥～２，５００㎥ 

２，５０１㎥以上 １７６円／㎥ 
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給水原価160.99円(Ｈ29) 

６ 料金表の検討 
 

◆水量料金単価比較（小口径） 
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原価割れ区画 

26 



200 

176 

0

50

100

150

200

250

1～2,500㎥ 

第1段階 

2,501㎥以上 

第2段階 

1

㎥
当
た
り
の
料
金(

税
抜)

 

1か月の使用水量 

改定（案）：40・50・75・100㎜口径 

182 

198 

0

50

100

150

200

250

1～100㎥ 

第1段階 

101㎥以上 

第2段階 

1

㎥
当
た
り
の
料
金(

税
抜)

 

1か月の使用水量 

現行：40・50・75・100㎜口径 (円) (円) 
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 ◆水量料金単価比較（大口径） 

給水原価160.99円(Ｈ29) 
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６ 料金表の検討 
◆水道料金比較表 改定率：１０．４０％           １か月・税抜・単位：円 

口径 使用水量（平均・最高水量） 現行 改定（案） 差 

１３ｍｍ ５㎥ １，０７５ １，０６６ △９ 

１０㎥ １，１２５ １，５０６ ３８１ 

２０㎥（平均） ２，６０５ ３，０２６ ４２１ 

３０㎥ ４，３３５ ４，５４６ ２１１ 

３００㎥ ５６，６７５ ５８，５４６ １，８７１ 

２０ｍｍ ２０㎥（平均） ３，２１０ ３，７９６ ５８６ 

５００㎥ ９６，８８０ ９９，３１６ ２，４３６ 

２５ｍｍ ５０㎥（平均） ９，１２０ １０，０９０ ９７０ 

１，０００㎥ １９６，４２０ ２００，０９０ ３，６７０ 

４０ｍｍ ２００㎥（平均） ４２，６５０ ４７，７４０ ５，０９０ 

２，５００㎥ ４９８，０５０ ５０７，７４０ ９，６９０ 

５０ｍｍ ４００㎥（平均） ８６，２５０ ９２，８２０ ６，５７０ 

５，０００㎥ ９９７，０５０ ９５２，８２０ △４４，２３０ 

７５ｍｍ ６００㎥（平均） １３５，０００ １４９，６２０ １４，６２０ 

４，０００㎥ ８０８，２００ ７９３，６２０ △１４，５８０ 

１００ｍｍ ４，０００㎥（平均） ８１９，１００ ８１６，９５０ △２，１５０ 

１０，０００㎥ ２，００７，１００ １，８７２，９５０ △１３４，１５０ 
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